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(57)【要約】
【課題】耐久性に富み、他の素子と組み合わせることな
く適切に液晶素子の位相差を補償する二軸性複屈折体を
容易かつ安価に提供する。
【解決手段】位相差補償素子は二軸性複屈折体からなり
、基板上に無機材料を斜方蒸着することによって作製さ
れる。蒸着材料の飛来する方向（極角）は基板の表面の
法線方向に対して所定範囲内に保たれ、かつ、基板は表
面に平行な方向に振動的な往復回転が行われている状態
で斜方蒸着は行われる。位相差補償素子は、液晶素子の
液晶分子のうち黒色を表示する場合にも傾斜して配向す
る表面付近の傾斜配向成分に応じて、傾斜配向成分の正
面位相差の遅相軸方向と位相差補償素子の正面位相差の
遅相軸方向とが垂直になるように、かつ、位相差補償素
子の屈折率楕円体が表面に対して傾斜する方向が傾斜位
相差成分の屈折率楕円体が表面に対して傾斜する方向と
逆向きになるように配置される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜方蒸着によって基板上に堆積された無機材料からなり、蒸着方向と基板表面の法線を
含む面内に主屈折率ｎ１が定まり、基板表面に平行な方向に主屈折率ｎ２が定まり、主屈
折率ｎ１及びｎ２に垂直な方向に主屈折率ｎ３が定まる二軸性複屈折体において、
　前記主屈折率ｎ１の方向が前記基板表面の法線から１０度以上５０度以下の角度をなし
て傾斜し、
　各主屈折率の値が　ｎ１＞ｎ３　かつ　（ｎ２－ｎ３）／（ｎ１－ｎ３）＞０．３　な
る関係を満たし、
　前記基板表面の法線方向から測定した位相差の遅相軸が、前記主屈折率ｎ２の方向と略
平行であることを特徴とする二軸性複屈折体。
【請求項２】
　無機材料を斜方蒸着によって基板上に堆積させる二軸性複屈折体の製造方法において、
　前記基板に対して蒸着材料が基板に飛来する方向の方位角を、所定の角度振幅の範囲内
で振動的に変化させながら蒸着することを特徴とする二軸性複屈折体の製造方法。
【請求項３】
　前記基板の表面の法線に平行な回転軸を中心とする円軌道の一部分を往復するように、
前記基板を揺動させることを特徴とする請求項２に記載の二軸性複屈折体の製造方法。
【請求項４】
　所定の回転軸を中心に前記基板を所定方向に移動させながら、前記回転軸から所定距離
隔てて配置された蒸着源から蒸着材料を飛散させることを特徴とする請求項２に記載の二
軸性複屈折体の製造方法。
【請求項５】
　回転移動する前記基板の軌道の一部を前記蒸着源から遮蔽することを特徴とする請求項
４記載の二軸性複屈折体の製造方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の二軸性複屈折体を位相差補償素子として用いることを特徴とする液晶
プロジェクタ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示素子に表示された画像をスクリーンに投影する液晶プロジェクタに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶プロジェクタは、画像をスクリーンに投影表示する装置として広く用いられている
。この液晶プロジェクタとしては、スクリーンの前面側から画像を投影するフロント方式
とスクリーンの背面側から画像を投影するリア方式とが知られている。
【０００３】
　また、液晶プロジェクタは、内蔵する液晶素子の型が透過型か反射型かに応じて液晶素
子への照明の与え方は異なるが、何れにしても投影する画像を液晶素子に表示し、これに
照明を与えて変調した光を投影レンズでスクリーン上に結像させる構成となっている。さ
らに、液晶プロジェクタに搭載される液晶素子には種々の動作モードのものが用いられる
が、何れの動作モードであっても液晶素子には視野角が狭いという欠点がある。
【０００４】
　例えば、液晶層に電圧を印加されていない場合、ノーマリーホワイトのＴＮ（Ｔｗｉｓ
ｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）液晶素子は、クロスニコル配置された一方の偏光板を垂直に通
過してきた直線偏光を、液晶分子のねじれ配列によって偏波面を９０度回転させる。この
偏波面が９０度回転された直線偏光は、他方の出射側に設けられた偏光板を透過し、ＴＮ
液晶素子はホワイト状態を表示する。また、液晶層に電圧が印加されると、液晶分子のね
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じれが消失し、液晶層に垂直に入射する直線偏光は入射時と同じ偏波面で液晶層から出射
する。このとき、液晶層を透過した直線偏光は、出射側に設けられた偏光板によって遮ら
れ、ＴＮ液晶素子はブラック状態を表示する。
【０００５】
　しかし、ブラック状態を表示するＴＮ液晶素子であっても、斜めに入射する光に対して
は液晶層が複屈折性を示す。すなわち、ブラック状態を表示するＴＮ液晶素子に斜めに入
射する光には、液晶層を通過することで位相差が生じ、楕円偏光に変調される。したがっ
て、ブラック状態を表示するＴＮ液晶素子に斜めに入射する光は、一部の成分が出射側の
偏光板を透過し、ブラック状態の濃度を薄めてしまい、ＴＮ液晶素子の視野角を狭める要
因となっている。
【０００６】
　このような現象が生じる根本的な原因は、液晶層に電圧が印加されたブラック状態であ
っても、液晶層内で基板表面付近に位置する液晶分子が基板表面に対して完全には垂直に
配向されないことにある。すなわち、基板表面付近に位置する液晶分子は、基板表面に近
い分子から順に徐々に傾斜角度が変化する傾斜配向成分となっており、液晶層を略垂直に
透過する光に対しては殆ど複屈折性を示さないものの、液晶層を斜めに透過する光に対し
ては複屈折性を示し、入射光の変調度はＴＮ液晶素子への光の入射角度に依存する。
【０００７】
　このような光の変調度の角度依存性は、ＴＮ液晶素子に限られたものではなく、ＶＡＮ
，ＯＣＢ，ＥＣＢなど他のモードの液晶素子であっても、ブラック状態で傾斜配向成分を
含む液晶素子に共通して生じる。
【０００８】
　液晶素子に表示された画像を直接観察する直視型液晶表示装置では、位相差補償素子を
併用することで、こうした傾斜配向成分による視野角の狭さが改善されることが知られて
いる。直視型液晶表示素子の視野角を改善する位相差補償素子としては、例えば、富士フ
イルム（株）製「ＦｕｊｉＷＶ　Ｆｉｌｍ　ワイドビューＡ」（商品名／以下、ＷＶフイ
ルム）が既に実用化されている。
【０００９】
　また、基板に対して斜め方向から蒸着した薄膜（以下、斜方蒸着膜）が示す複屈折特性
を利用した位相差補償素子もまた、傾斜配向成分による位相差を補償し、液晶表示素子の
視野角を広げることが知られている（特許文献１）。
【００１０】
　ところで、液晶プロジェクタでは、プロジェクタ内部の液晶素子に入射して変調される
光は、液晶素子の法線方向から概ね極角１５度の円錐内の方向から各画素に入射する。ス
クリーン上の対応する画素の位置に投影される光は、この円錐状に入射した光線が全て重
畳された光となっている。したがって、黒色を表示するときに、液晶層に斜めに入射した
光が液晶素子を僅かでも透過すると、スクリーン上のコントラストは著しく低下してしま
う。
【００１１】
　こうしたことから、液晶プロジェクタに搭載された液晶素子に対しても、前述の視野角
拡大に用いられる位相差補償素子を適用することによって、結果的に投映画像のコントラ
ストが向上することが知られている。例えば、前述のＷＶフイルムのように有機材料で構
成された位相差補償素子を液晶プロジェクタに適用することや（特許文献２）、ディスコ
ティック液晶をハイブリット配向させた状態で固化させた位相差補償素子を液晶プロジェ
クタに適用することが知られている（特許文献４）。
【００１２】
　また、例えば、無機材料からなる位相差補償素子を液晶プロジェクタに適用する例とし
ては、単結晶サファイアや水晶などの一軸性複屈折結晶を用いる例（特許文献３）、無機
材料の薄膜を積層した構造性複屈折体を位相差補償素子として用いる例（特許文献５）、
無機材料からなる様々な位相差補償素子を組み合わせて液晶プロジェクタに適用する例（
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特許文献６）などが知られている。また、基板を蒸着装置内で公転運動させながら斜方蒸
着を行うことによってＡプレートを作製する方法が知られている（特許文献７）。
【００１３】
　なお、一般に複屈折体の性質は、３つの主屈折率を軸とする屈折率楕円体で表される。
液晶プロジェクタに用いられる上述の位相差補償素子は、何れも素子表面に対して傾斜し
た屈折率楕円体を持つ、いわゆるＯプレートとして作用することで、投影画像のコントラ
ストの低下を防いでいる。また、無機材料からなる斜方蒸着膜のＯプレートは、一般に２
軸性の複屈折体であり、３つの異なる大きさの主屈折率を持つことが知られている（非特
許文献１）。これらの３つの主屈折率の中で最大の主屈折率の方向と最小の主屈折率の方
向は、蒸着基板の表面に対して傾斜したものとなっている。
【特許文献１】米国特許第５６３８１９７号明細書
【特許文献２】特開２００２－１４３４５号公報
【特許文献３】特開２００２－３１７８２号公報
【特許文献４】特開２００２－１３１７５０号公報
【特許文献５】米国特許第５１９６９５３号明細書
【特許文献６】特開２００４－１０２２００号公報
【特許文献７】欧州特許出願公開第１７９６４０号明細書
【非特許文献１】Ｍａｃｌｅｏｄ，　”Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ”，　Ｊ．　Ｖａｃ．　Ｓ
ｃｉ．　Ｔｅｃｈｎｏｌ．　Ａ，　Ｖｏｌｕｍｅ　４，　Ｎｏ．３，　１９８６，　ｐｐ
．４１８－４２２．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　一般に、有機材料からなる位相差補償素子は、紫外線を含む強い光に長時間曝されると
褪色が生じ易い。こうした有機材料からなる位相差補償素子を液晶プロジェクタに適用す
る場合、液晶プロジェクタは直視型液晶モニタと比較して光源輝度も高く、過熱度合いも
大きくなることから、有機材料からなる位相差補償素子は実用的には僅か２０００～３０
００時間程度で徐々に褪色してしまい、耐久性に問題がある。
【００１５】
　一方、単結晶サファイアや水晶などの複屈折結晶を用いる位相差補償素子は、耐久性は
問題にならないものの、結晶の切り出し面や厚みを高精度に管理しなければならず、一般
普及型液晶プロジェクタに適用するにはコスト面に問題がある。
【００１６】
　また、従来の無機材料からなる斜方蒸着膜は、傾斜配向成分による位相差を適正に補正
することができないという問題がある。すなわち、従来の斜方蒸着膜は、基板の法線方向
から観測した位相差（以下、正面位相差）の遅相軸は、通常、蒸着材料が飛来する方向と
基板法線を含む平面と平行な方向になる。蒸着角度を選ぶことによって、これと直行する
方向に遅相軸がある斜方蒸着膜を作製することもできるが、正面位相差は小さな値にしか
ならない。このような従来の無機斜方蒸着膜によって傾斜配向成分によって生じる斜め入
射光の位相差を補償しようとすると、素子表面と平行な光学軸を持ついわゆるＡプレート
と組み合わせて用いなければならないという問題がある。
【００１７】
　本発明は上述の問題点を鑑みてなされたものであり、耐久性に富むとともに、他の素子
と組み合わせなくても適切に液晶素子の位相差を補償する容易かつ安価な二軸性複屈折体
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の二軸性複屈折体は、斜方蒸着によって基板上に堆積された無機材料からなり、
蒸着方向と基板表面の法線を含む面内に主屈折率ｎ１が定まり、基板表面に平行な方向に
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主屈折率ｎ２が定まり、主屈折率ｎ１及びｎ２に垂直な方向に主屈折率ｎ３が定まる二軸
性複屈折体であり、前記主屈折率ｎ１の方向が前記基板表面の法線から１０度以上５０度
以下の角度をなして傾斜し、各主屈折率の値が　ｎ１＞ｎ３　かつ　（ｎ２－ｎ３）／（
ｎ１－ｎ３）＞０．３　なる関係を満たし、前記基板表面の法線方向から測定した位相差
の遅相軸が、前記主屈折率ｎ２の方向と略平行であることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の二軸性複屈折体の製造方法は、無機材料を斜方蒸着によって基板上に堆
積させる二軸性複屈折体の製造方法であり、前記基板に対して蒸着材料が基板に飛来する
方向の方位角を、所定の角度振幅の範囲内で振動的に変化させながら蒸着することを特徴
とする。
【００２０】
　また、前記基板の表面の法線に平行な回転軸を中心とする円軌道の一部分を往復するよ
うに、前記基板を揺動させることを特徴とする。
【００２１】
　また、所定の回転軸を中心に前記基板を所定方向に移動させながら、前記回転軸から所
定距離隔てて配置された蒸着源から蒸着材料を飛散させることを特徴とする。
【００２２】
　また、回転移動する前記基板の軌道の一部を前記蒸着源から遮蔽することを特徴とする
。
【００２３】
　また、本発明の液晶プロジェクタは、前述の二軸性複屈折体を位相差補償素子として用
いることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、耐久性に富み、他の素子と組み合わせることなく適切に液晶素子の位
相差を補償するに軸性複屈折体を容易かつ安価に提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　［位相差補償素子］
　液晶プロジェクタが投影表示する画像のコントラストを向上するためには、液晶プロジ
ェクタが内蔵する液晶表示素子が黒色を表示する配向状態のときに、画像の投影に使用す
る視野角範囲内での位相差を可能な限り補償することが必要となる。
【００２６】
　前述のように、ＴＮ，ＶＡＮ，ＯＣＢ，ＥＣＢなどの各種モードの液晶素子は、黒色を
表示するときに、基板表面に対して傾斜した配向状態の液晶分子（傾斜配向成分）が含ま
れており、この傾斜配向成分が液晶素子に斜めに入射する光を不要に変調し、偏光板を透
過させ、液晶プロジェクタのコントラストを低下させている。
【００２７】
　したがって、液晶プロジェクタのコントラストを改善するためには、位相差補償素子の
屈折率楕円体が、黒色を表示する際に残留する液晶素子の傾斜配向成分に対応して傾斜し
ていることが必要となる。さらに、投影画像の１画素に重畳される所定視野角範囲内の全
てにおいて、液晶素子と位相差補償素子との補償関係をより完全に成立させるためには、
単に屈折率楕円体が素子表面に対して傾斜したＯプレートを位相差補償素子として用いる
だけでは液晶層内の垂直配向成分による位相差の視野角補償ができないために不十分であ
る。
【００２８】
　そこで、例えば図１（Ａ）に示すように、ＴＮ液晶素子２０が黒色を表示する際の液晶
分子２１の配向状態を、垂直配向成分２２と傾斜配向成分２３に分ける。垂直配向成分２
２は、ＴＮ液晶素子２０の略中央付近に位置する液晶分子を含む部分であり、ＴＮ液晶素
子２０が黒色を表示する際には、ねじれた配向が解かれ、基板表面に対して垂直に略一律
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に配向する。
【００２９】
　一方、傾斜配向成分２３は、ＴＮ液晶素子２０の基板表面付近に位置する液晶分子を含
む部分であり、液晶層の一方の界面付近の傾斜配向成分２３ａと他方の界面付近の傾斜配
向成分２３ｂの２箇所にある。この傾斜配向成分２３の液晶分子は、ＴＮ液晶素子２０が
黒色を表示する場合であっても、基板表面に近い液晶分子から順に、基板表面からの傾斜
角度が徐々に大きくなる配向状態となっている。
【００３０】
　そして、図１（Ｂ）に示すように、傾斜配向成分２３ａを、液晶分子２１が一様に傾斜
する傾斜配向成分２４ａに近似する。同様に、傾斜配向成分２３ｄを液晶分子２１が一様
に傾斜する傾斜配向成分２４ｂに近似する。このとき、傾斜配向成分２４ａ，２４ｂは、
それぞれ一軸性の正のＯプレートとみなすことができる。また、垂直配向成分２２は、上
述のとおり、近似するまでもなく表面に垂直に一様に配向しており、正のＣプレートとみ
なすことができる。
【００３１】
　したがって、所定視野角範囲内の全てにおいて位相差を適切に補償するためには、位相
差補償素子は傾斜配向成分２４ａ（２４ｂ）に応じて作製される必要がある。具体的には
、傾斜配向成分２４ａ（２４ｂ）の配向方向を含み、かつ、液晶素子の基板に垂直な平面
を傾斜配向成分２４ａ（２４ｂ）の対称面とし、主屈折率ｎ１及びｎ３の方向をともに含
む平面を位相差補償素子の屈折率楕円体の対称面とするときに、
　（１）　傾斜配向成分２４ａ（２４ｂ）の対称面と位相差補償素子の屈折率楕円体の対
称面とが略一致すること、
　（２）　傾斜配向成分２４ａ（２４ｂ）が素子表面に対する傾斜方向と、位相差補償素
子の屈折率楕円体の素子表面に対する傾斜方向とが逆向きであること、
　（３）　傾斜配向成分２４ａ（２４ｂ）によって生じる正面位相差の遅相軸と位相差補
償素子の正面位相差の遅相軸とが直交していること、
の３つの条件を満たすことが必要となる。
【００３２】
　なお、位相差補償素子の屈折率楕円体が対称面を有することが前提となっている条件（
１）は、必ずしも厳密でなくても良く、概ね満たされるようにすれば良い。例えば、ＴＮ
液晶素子に適用する場合には、傾斜配向成分として残留する微小なねじれ配向成分を補償
するために、膜厚方向に沿って徐々に屈折率楕円体の傾斜方向がねじれるように僅かに変
化をもたせた位相差補償素子も、この条件（１）を満たしているものとする。
【００３３】
　［斜方蒸着膜からなる位相差補償素子］
　無機材料の斜方蒸着によって位相差補償素子（二軸性複屈折体）を作製すると、図２に
示すように、基板に対する蒸着材料の飛来方向（以下、蒸着方向）と基板表面の法線とを
含む平面内に主屈折率ｎ１の方向が定まり、主屈折率ｎ１の方向に垂直かつ基板表面に平
行な方向に主屈折率ｎ２の方向が定まり、そして、主屈折率ｎ１及びｎ２に垂直な方向に
主屈折率ｎ３の方向が定まる。一方、蒸着方向と、この位相差補償素子４０の屈折率楕円
体４１が表面に対して傾斜する方向とは一般に一致しない。すなわち、位相差補償素子４
０の表面の法線方向をｚ軸の正方向とすれば、ｚ軸と蒸着方向のなす角（極角）αと、屈
折率楕円体４１の主屈折率ｎ１がｚ軸からなす角θとは一致しない。この極角αと屈折率
楕円体４１の傾斜角度θとの関係は、斜方蒸着に用いる装置の特性や、蒸着材料の特性等
の種々の実際的な要因によって定まる。
【００３４】
　また、上述の各条件を満たす位相差補償素子を、無機材料からなる斜方蒸着膜で実現す
るときには、斜方蒸着膜の膜厚や屈折率楕円体の傾斜角度θは、この位相差補償素子を適
用する液晶素子のレタデーション（ｄΔｎ）の値と黒色表示時の印加電圧とに応じて定め
られる。
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【００３５】
　さらに、斜方蒸着による複屈折体の光学特性は、主屈折率ｎ３，ｎ２，ｎ１の値、ｎ１
の法線からの傾斜角度θ、及び膜厚によって決定される。これらの具体的な値は、蒸着材
料、装置の方式，形状、蒸着条件などの詳細な条件によって決定されるものであるから、
実際に実験的に得られる製造条件にしたがって制御される。例えば、主屈折率の方向の傾
斜角度は蒸着源と基板とのなす角θによって制御され、膜厚は蒸着量によって制御される
。
【００３６】
　また、上述の条件（３）を満たすために必要な３つの主屈折率ｎ１，ｎ２，ｎ３の具体
的な大小関係を表すために、Ｔ＝（ｎ２－ｎ３）／（ｎ１－ｎ３）で定義するＴ値を導入
する。慣用的には、二軸性複屈折体の３つの主屈折率の大小関係を表すために、二軸性複
屈折体の２つの光学軸がなす角度を９０度と比較して、「光学的に正」又は「光学的に負
」という２種に分類して表される。しかし、この分類が光学軸の測定が困難な実例には容
易に適用できないことや、数値的な大小関係を表せないことなどの問題があるので、本明
細書では上述のＴ値を用いて説明する。
【００３７】
　このＴ値は複屈折体の屈折率楕円体の形状に対応する値であり、例えば、Ｔ値が略０の
場合には屈折率楕円体は主屈折率ｎ１の方向に対称軸がある正の一軸性複屈折体となり、
Ｔ値が略１．０の場合には、主屈折率ｎ３の方向に対称軸がある負の一軸性複屈折体とな
る。また、このようにＴ値が特別な場合を除けば、複屈折体は二軸性複屈折体となる。さ
らに、このＴ値が１以上の値となる複屈折体もあり、こうした場合にも上述と同様にＴ値
は複屈折体の屈折率楕円体の形状に対応する。
【００３８】
　斜方蒸着膜では、通常、上述のＴ値は１．０より小さく０よりも大きな値となる。特に
、蒸着源に対して基板表面の傾斜角度を固定して蒸着する従来の斜方蒸着で作製される斜
方蒸着膜のＴ値は、概ね０．０５以上０．３以下となる。つまり、ｎ２の値がｎ３の値に
近く、屈折率楕円体はｎ１の方向に長い形状を示すことが知られている。例えば、非特許
文献１に記載された斜方蒸着膜の主屈折率を用いてＴ値を算出すると、表１に示すように
、Ｔ＝０．１３～０．２６となっている。なお、蒸着方向の極角α（度）を変えて作製し
たＺｒＯ２の斜方蒸着膜が略等しいＴ値を示していることから、従来の斜方蒸着ではＴ値
を制御することが困難であることがわかる。
【００３９】
【表１】

【００４０】
　また、Ｔ値は、屈折率楕円体の傾斜角度θとともに、複屈折体の視野角拡大特性と密接
に関係している。すなわち、屈折率楕円体の傾斜角度θとＴ値との組み合わせが適切な場
合に良好な視野角拡大特性を得られる。なお、液晶プロジェクタに適用する場合には、補
償が必要とされる視野角範囲が高々２０度程度の極角範囲であるために、良好な視野角特
性が得られる屈折率楕円体の傾斜角度θとＴ値との組み合わせは、一組ではなく、いくつ
かの組み合わせで最適な視野角補償効果が得られる。
【００４１】
　実際に液晶素子の傾斜配向成分による位相差の補償を液晶プロジェクタに必要な視野角
範囲の全範囲で適切に行うためには、位相差補償素子のＴ値は、０．３より大きいことが
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好ましく、０．５より大きいことがより好ましく、０．６以上の値であることが特に好ま
しい。また、屈折率楕円体の傾斜角度θ（すなわち主屈折率ｎ１が基板法線からなす角度
）は１０度以上５０度以下となっていることが好ましく、１０度以上４０度以下であれば
より好ましく、１０度以上３０度以下であることが特に好ましい。
【００４２】
　なお、Ｔ値が大きな値であれば、最適な傾斜角度も大きくなる傾向がある。また、主屈
折率ｎ２が主屈折率ｎ１よりも大きな値の複屈折体を作製することも可能であるから、ｎ
２の値は現実的に作製できる大きさであれば良い。
【００４３】
　３つの主屈折率と屈折率楕円体の傾斜角度によって、位相差補償素子を透過するときに
生じる位相差の角度依存性の比が定まり、これと膜厚とを考慮して斜方蒸着膜は作製され
る。すなわち、膜厚が大きくなると、位相差補償素子を透過することによって生じる位相
差は大きくなる。また、視野角に応じて生じる位相差は異なるが、この視野角間での位相
差の比は、膜厚にはよらず、３つの主屈折率の大きさと屈折率楕円体の傾斜角度によって
略定まる。
【００４４】
　このことから、液晶素子の光学特性に応じて必要な視野角範囲内の各光線の位相差が適
切に補償されるようにするためには、上述の条件を満たすように、液晶素子で生じる位相
差と位相差補償素子で生じる位相差の大きさが等しく、かつ、符号が逆であるように、膜
厚や各主屈折率等を定めることになる。こうした位相差補償素子の詳細な条件は、液晶素
子の位相差の視野角特性と、位相差補償素子の３つの主屈折率，屈折率楕円体の傾斜角度
，膜厚との関係によって異なり、一律に定めることができるものではなく、各々実際の値
に応じて決定する必要がある。
【００４５】
　［位相差補償素子の製造方法］
　上述のような条件を満たす位相差補償素子は、無機材料からなる斜方蒸着膜によって実
現される。すなわち、基板に対して蒸着材料の飛来する方位角を移動させながら斜方蒸着
を行うことで、上述の条件を満たす位相差補償素子が作製される。
【００４６】
　具体的には、例えば図３に示す揺動蒸着装置６０によって、上述の条件を満たす位相差
補償素子が作製される。揺動蒸着装置６０は、ベースプレート６１にターレット式に回転
する材料ホルダ６２が設けられており、その中に蒸着材料６３ａ，６３ｂが収容される。
真空槽６５を真空引きした後、電子銃６６から電子ビーム６７を蒸着材料６３ａに照射し
、蒸着材料６３ａを溶融し、蒸発させ真空蒸着を行う。このとき、シャッタ６４の開閉に
よって真空蒸着の開始及び中止を制御することができる。また、材料ホルダ６２を回転さ
せることによって、蒸着材料６３ａ，６３ｂを蒸着源として選択することができるように
なっている。
【００４７】
　材料ホルダ６２の上方に、斜めに配置された基板ホルダ６８が設けられており、この基
板ホルダ６８にガラスなどからなる基板６９が保持される。基板ホルダ６８の支持面の法
線は、蒸着材料６３ａから垂直にのばした線分Ｐに対して角度αだけ傾いて設けられてい
る。したがって、基板６９の蒸着面も線分Ｐに対して角度αだけ傾いて配置され、蒸着方
向の極角は角度αに等しい。また、基板ホルダ６８は、紙面と垂直な軸を中心に回転自在
に設けられており、この基板ホルダ６８の回転によって極角αが自在に調節される。
【００４８】
　また、基板ホルダ６８は、軸６８ａを中心に回転自在に設けられている。蒸着中に基板
ホルダ６８を、軸６８ａを中心に回転させることによって、一定の極角αに保ちながら、
透明基板６９の所定基準位置から見た相対的な蒸着材料６３ａの飛来方向の角度（以下、
方位角）βを自在に変化させることができるようになっている。
【００４９】
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　このように構成される揺動蒸着装置６０で、基板６９の表面の法線を軸とした曲線軌道
上で基板６９を移動させ、方位角βを蒸着している最中に変化させることで、前述の各条
件を満たす位相差補償素子が作製される。蒸着中の方位角βの変化様態は、所定の角度範
囲内での振動的な往復回転（以下、揺動）であることが好ましい。また、この揺動の角度
範囲は、０度より大きく９０度以下の範囲であることが好ましく、１０度以上であること
がより好ましい。さらに、１０度以上６０度以下であることが特に好ましい。
【００５０】
　上述の揺動蒸着装置６０によって斜方蒸着を行うと、図４に示すように、基板６９から
見た蒸着源７１は、基板６９の表面の法線に平行な回転軸７２を中心として円弧軌道７３
上を遥動する。このとき、蒸着源７１は、基板６９に対して一定の極角αを保ったまま、
所定の方位角βの範囲で揺動する。すなわち、基板６９に対する蒸着材料の極角αを略一
定に保ちながら、方位角βの範囲内で連続的に蒸着材料が飛来し、堆積する。この過程に
よって、主屈折率ｎ２の方向にも広がりを持って堆積が進行し、その結果、主屈折率ｎ２
の値が大きくなる。また、揺動の速さが堆積の速さと比べて十分に速くなるようにすれば
、作製される斜方蒸着膜の物理的な微細構造はＳ型に歪むことなく、主屈折率ｎ１の方向
が蒸着源の位置を時間平均した方向（平均の蒸着方位）Ｌ１に傾斜した構造となる。
【００５１】
　なお、蒸着装置の形態は上述の揺動蒸着装置６０のように蒸着中に基板を揺動させるも
のに限らない。例えば、図５に示すように、一方向に回転する台座８１に複数の基板６９
を配置する回転蒸着装置８２は、前述の条件を満たす位相差補償素子（二軸性複屈折体）
の作製に適している。この回転蒸着装置８２は、台座８１、回転軸８３、基板ホルダ８４
、蒸着源８６などからなる。台座８１は、蒸着源８６の方向から見て凹状に湾曲した形状
となっており、その凹面に複数の基板ホルダ８４が設けられている。また、蒸着源８６は
、台座８１の回転軸８３から所定距離を隔てて配置されている。すなわち、蒸着源８６は
、台座８１の回転中心から偏心した位置に設けられている。
【００５２】
　このように構成される回転蒸着装置８２によって、基板６９を回転軸８３のまわりに回
転させながら蒸着を行うと、図６に示すように、基板６９からみた蒸着源８６は円軌道８
７上を所定方向に周回する。したがって、極角αが所定角度範囲内で振動的に変化すると
ともに、方位角βも所定角度範囲内で振動的に変化する。このように、所定範囲内の異な
る方位角βから連続的に蒸着材料を堆積させることによって、主屈折率ｎ２の方向にも広
がりを持って堆積が進行し、その結果、主屈折率ｎ２の値が大きくなる。また、台座８１
の回転の速さが蒸着材料の堆積する速さと比べて十分に速くなるようにすれば、作製され
る斜方蒸着膜の物理的な微細構造はらせん型に歪むことなく、主屈折率ｎ３の方向が蒸着
源８６の位置を時間平均した方向（平均の蒸着方位）Ｌ２に傾斜した構造となる。
【００５３】
　なお、上述の回転蒸着装置８２によって斜方蒸着を行う場合には、台座８１と蒸着源８
６との間に、基板６９が台座８１によって回転される軌道の一部分を蒸着源８６から遮蔽
することが好ましい。例えば、所定サイズの単スリットが設けられた遮蔽板を台座８１と
蒸着源８６との間に配置すれば良い。このように、基板６９の回転軌道の一部を蒸着源８
６から遮蔽すると、蒸着材料が基板６９に飛来する極角αと方位角βの分布が変わる。し
たがって、遮蔽する部分を調節することで、主屈折率ｎ１と主屈折率ｎ３の基板表面に対
する傾斜角度及びＴ値を制御することができる。
【００５４】
　［液晶素子に対する位相差補償素子の配置］
　上述のように作製される位相差補償素子の液晶素子に対する配置は、必要な視野角範囲
内の光線に対して液晶素子の傾斜配向成分の方向と位相差補償素子の正面位相差の遅相軸
とが略直交するように配置する。さらに、基板平面の法線から傾斜した光線に対する液晶
素子の傾斜配向成分による位相差と位相差補償素子による位相差の増減が逆になる方向に
配置する。
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【００５５】
　こうした配置によって所定視野角範囲内の光線に生じる位相差の視野角依存性を補償さ
れ、液晶素子の視野角が拡大され、液晶プロジェクタのコントラストが改善される。
【００５６】
　すなわち、例えば、図５に示すように、液晶素子９６内で傾斜配向成分の液晶分子が傾
斜する方向と、位相差補償素子４０の屈折率楕円体４１の傾斜方向とは、ｚ軸の正方向を
挟んでｙ軸方向の正方向と負の方向を向くように配置する。このとき、傾斜配向成分によ
る液晶素子の正面位相差の遅相軸方向Ｌ３はｙ軸に平行な方向となり、かつ、位相差補償
素子の正面位相差の遅相軸方向Ｌ４はｘ軸に平行な方向となる。したがって、傾斜配向成
分の正面位相差の遅相軸方向と位相差補償素子の正面位相差の遅相軸方向は垂直となる。
【００５７】
　具体的に、例えばＴＮ液晶素子に前述のように作製される位相差補償素子を適用する場
合、ＴＮ液晶素子の上下面の２箇所にある傾斜配向成分の各々に応じて、２層の位相差補
償素子を配置する。すなわち、前述のように作製される位相差補償素子の正面位相差の遅
相軸方向が互いに直交するように２層の位相差補償素子を配置する。このとき、２層の位
相差補償素子を別個に作成する必要はなく、同一の透明基板上の両面又は片面に斜方蒸着
膜を作製しても良い。なお、ＴＮ液晶素子に対して１層の位相差補償素子だけを用いる場
合にも、一方の傾斜配向成分による位相差が補償されるので、ある程度のコントラスト改
善効果が得られる。
【００５８】
　また、ＶＡＮ液晶素子は、液晶分子が基板の法線方向から５度程度プレチルトしている
ことによって所定視野角範囲内の光線に位相差が生じる。したがって、上述のように作製
した１層の位相差補償素子を、液晶分子がプレチルトしている方向と位相差補償素子の正
面位相差の遅相軸方向とが垂直になるように配置する。
【００５９】
　同様に、ＯＣＢ液晶素子に対しては、２層の位相差補償素子を、各々の屈折率楕円体の
傾斜方向が逆向きで、かつ、正面位相差の遅相軸が互いに平衡となるように重ねて配置す
ればよい。また、ＥＣＢ液晶に対しては、電圧が印加されている状態の液晶層内に傾斜配
向成分が２箇所あるが、配向方向が平行なので、位相差補償素子は１層設けるだけでよい
。
【００６０】
　なお、何れの液晶素子に位相差補償素子を配置する場合にも、負のＣプレートを併せて
配置しても良い。この負のＣプレートは、有機ポリマーでも薄膜で構成した構造性複屈折
体でも良い。
【００６１】
　何れにしても、上述のように作製した位相差補償素子を、偏光板と液晶素子の間に少な
くとも１枚配置することによって、液晶プロジェクタがスクリーンに投影する画像のコン
トラストは飛躍的に向上する。このことを以下に実施例を挙げて説明する。
【００６２】
　［実施例１］
　蒸着源と基板との距離が６００ｍｍとなる揺動蒸着装置６０で、極角αが７０度となる
ようにホウ珪酸ガラスからなる基板を配置し、この基板上に毎秒０．２ｎｍの成膜速度で
物理膜厚が１．５μｍとなるまでＺｒＯ２とＴｉＯ２とからなる組成物を斜方蒸着した。
このとき、基板は±３０度の範囲で１分間に１０回の速さで揺動させた。このように作製
した斜方蒸着膜の断面をＳＥＭで観察したところ、基板法線から３５度の傾斜角度の節理
状微細構造が観察されたが、基板を揺動させたことに対応する周期の微細構造は認められ
なかった。
【００６３】
　こうして作製された位相差補償素子は、波長５５０ｎｍの光に対して正面位相差が６５
ｎｍであり、主屈折率ｎ１＝１．７６０、主屈折率ｎ２＝１．７３０、主屈折率ｎ３＝１
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．６４０、Ｔ＝０．７５であり、基板表面の法線に対する屈折率楕円体の傾斜角度θは２
４であった。また、この位相差補償素子の正面位相差の遅相軸は、基板から見た蒸着源の
回転の中心方向を基板に正射影した方向と直角を成す方位であった。
【００６４】
　［実施例２］
　膜厚を２．０μｍとしたほかは、実施例１と同じ条件で位相差補償素子を作製した。こ
の位相差補償素子は、波長５５０ｎｍの光に対して正面位相差１０ｎｍであり、主屈折率
ｎ１＝１．８００、主屈折率ｎ２＝１．７８２、主屈折率ｎ３＝１．７４３、Ｔ＝０．６
８であり、基板表面の法線に対する屈折率楕円体の傾斜角度θは２４度であった。また、
正面位相差の遅相軸もまた、実施例１と同様に、基板から見た蒸着源の回転中心方向を基
板に正射影した方向と直角を成す方位であった。さらに、この位相差補償素子を、ＶＡＮ
液晶素子を搭載する液晶プロジェクタに１層適用すると、位相差補償素子を用いない場合
に８００：１であった投影画像のコントラストが１５００：１に向上した。
【００６５】
　［実施例３］
　五酸化タンタルをガラスからなる基板上に、毎秒０．２ｎｍの成膜速度で物理膜厚が１
．０μｍとなるように斜方蒸着膜を作製した。この位相差補償素子の作製には、回転蒸着
装置８２を用いた。使用した回転蒸着装置８２の蒸着源と台座の回転軸との距離は４００
ｍｍであり、基板は回転軸から４５０ｍｍで高さ１０００ｍｍの位置に設置した。また、
台座は１分間に１０回の速さで回転させ、この回転の間に、蒸着方向の極角αは７２度か
ら３５度まで変化し、方位角βは±２３度の範囲で変化した。
【００６６】
　こうして作製された位相差補償素子は、波長５５０ｎｍの光に対して正面位相差は５０
ｎｍであり、主屈折率ｎ１＝１．８００、主屈折率ｎ２＝１．７８２、主屈折率ｎ３＝１
．７４４、Ｔ＝０．６８であり、基板表面の法線に対する屈折率楕円体の傾斜角度θは２
４度であった。また、この位相差補償素子の正面位相差の遅相軸は、基板から見た蒸着源
の回転の中心方向を基板に正射影した方向と直角を成す方位であった。こうして作製した
位相差補償素子を、ＴＮ液晶素子を搭載する液晶プロジェクタに２層適用すると、位相差
補償素子を用いない場合に４５０：１であった投影画像のコントラストが１０００：１に
向上した。
【００６７】
　上述の実施例から明らかなように、本発明の位相差補償素子によれば、液晶素子の傾斜
配向成分による位相差を適切に補償し、液晶プロジェクタのコントラストを改善すること
ができる。また、本発明の位相差補償素子は、無機材料の斜表蒸着膜からなるから、耐久
性に富み、低コストに作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】液晶分子の配向を近似する様子を示す概念図である。
【図２】斜方蒸着膜の屈折率楕円体を示す概念図である。
【図３】揺動蒸着装置の構成を示す説明図である。
【図４】遥動する基板への蒸着方向を示す説明図である。
【図５】回転蒸着装置の構成を示す説明図である。
【図６】回転移動する基板への蒸着方向を示す説明図である。
【図７】液晶素子に対する位相差補償素子の配置を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６９】
　２０　ＴＮ液晶素子
　２１　液晶分子
　２２　垂直配向成分
　２３，２４　傾斜配向成分
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　４０　位相差補償素子（二軸性複屈折体）
　４１　屈折率楕円体
　６０　蒸着装置
　α　極角
　β　方位角
　θ　屈折率楕円体の傾斜角度
　Ｌ１，Ｌ２　平均の蒸着方位
　Ｌ３，Ｌ４　遅相軸

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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